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１.   

（前書き） 

「ふくまちガイド」を手にしてくださった皆様へ 

作成中 
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(１)  

このガイドブックは、横浜市が定める「福祉のまちづくり推進指針※」を、もっと身近に、もっと分

かりやすく伝えるために作成しました。『ふくまちガイド』の呼び名は、より多くの方に親しみを持っ

て手に取っていただけるよう名付けた愛称です。副題に「みんなのまちは、わたしたちのアクショ

ンから」と掲げ、「みんなの」に「インクルーシブな※」とルビを振ることで、誰もが関わり、誰もが担

い手となるまちづくりの姿勢を表しています。 

このガイドでは、横浜市が目指す未来像（ビジョン）と、それを実現するための理念（ポリシ

ー）、そして具体的な行動（アクション）を紹介しています。市民、地域、事業者、行政それぞれ

が、自分の立場からできることを見つけ、行動に移すきっかけとなるよう構成されています。 

福祉のまちづくりは、特定の人のためのものではなく、すべての人のための取組です。年齢、

性別、国籍、障害の有無を問わず、横浜に暮らす人はもちろん、働く人や訪れる人も含め、誰も

が安心して、自分らしく過ごせるまちを目指しています。 

その実現には、行政による制度づくりや情報発信、事業者によるユニバーサルデザインの導

入、市民による日常の気づきや声かけなど、様々な立場からの具体的なアクションが欠かせま

せん。 

『ふくまちガイド』は、そうした一歩を踏み出すためのヒントが詰まったツールです。このガイドを

手に取ることで、「誰もが安心して、自分らしく過ごせるまちって、どんなまちだろう？」と考えるこ

とから、自身の行動の意味に気づき、まちの未来をともに築くきっかけになれば幸いです。 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

※ 福祉のまちづくり推進指針： 横浜市では、「福祉のまちづくり条例」第 12 条に基づき、誰もが安心して暮らせるまちを実現す

るために、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に進めるための基本方針としてこれを定め、横浜が目指すま

ちの未来像や、その実現に向けた考え方、具体的な取組の方向性を示しています。市民、地域、事業者、行政それぞれが、

自分の立場でできることを見つけ、行動に移すための道しるべとして、まちづくりの一歩を後押しするものです。 

1．ふくまちガイドについて 
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ふくまちガイドの構成 
 

ふくまちガイドは、「ビジョン（未来像）」、「ポリシー（理念）」、「アクション（行動）」によって、構成されて

います。 

本冊子では、アクションのベースとなる知識や考え方や「市民」「地域」「事業者」「行政」の主体別に

具体的な行動について紹介します。 

別冊のアクション編では、市民、地域、事業者のアクションと参考となる事例や、障害のある人、高

齢者、子育て中の人、外国人、性的少数者など様々な特性と配慮すべき視点について掲載してい

ます。      

  

ビジョン（未来像） 

 横浜が目指す福祉のまちづくりの未来像です。 

ポリシー（理念） 

 ビジョンの実現に向けた３つの方針です。 

アクション（行動） 

ポリシーを踏まえ、ビジョンを実現するために、市民、地域、事業者、行政に求められる具

体的な行動や取組です。 

 

別冊の表紙 本体の表紙 
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 横浜にかかわるすべての人が、互いを認め合い、 

横浜に暮らす人はもちろん、訪れる人や働く人も含め、すべての人が互いの人権と尊厳を大切

にしながら、支え合って暮らす社会を育てていきます。 

 

 自由に自分らしく生活できるインクルーシブ※なまち 

誰もが、心置きなく自由に、自分の意思で暮らし、働き、訪れるなど、様々な活動に参加できる

まちの実現のため、横浜に関わるすべての人が、知識や意識、情報などといったソフトと、施設や

設備などといったハードが一体となったバリアフリーの取組を、協力して進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ インクルーシブ：直訳すると「包摂的な」という意味です。「全ての人が受け入れられ、参加できる」、「誰も排除しない（されな

い）」、「誰一人取り残さない」という意味合いで用いられます。  

横浜にかかわるすべての人が、互いを認め合い、 

自由に自分らしく生活できるインクルーシブなまち 

 

2．ビジョン（未来像） 
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ビジョンの実現に向けて、誰もが「自分のこと」として考え、できることから一歩を踏み出せるよう、３

つのポリシー（理念）を掲げました。中でも、ポリシー１はすべてのポリシーの土台となる考え方です。 

 

ポリシー1 違うことは自然なこと （相互理解） 

 

違いを知ること 

人はそれぞれ異なる背景や価値観を持っていま

す。お互いのことを知ろうとする姿勢は、偏見や思い

込みの壁を取り払い、社会に多様な人がいることへ

の理解につながります。 

互いを認めあうこと 

多様な人が共に生きる社会を実現するためには、自分

の考えを一方的に押し付けたり、相手の価値観を否定したりしないことが大切です。違いを受け

入れることが、互いを尊重し合う社会の土台となります。 

 

それぞれの立場からの関わりを尊重すること 

人は年齢、性別、国籍、障害の有無など、様々な立場や能力を持っています。それぞれの立場

から社会に関わることを尊重し、誰もが参加できる社会の環境、組織、人のつながりを築いていくこ

とが大切です。  

3．ポリシー（理念） 
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ポリシー2 まずはやってみる（行動） 

できることから少しずつ始めること 

福祉のまちづくりは、特別な人だけが行うものではなく、全ての

人が、身近なところから少しずつ始められるものです。大げさな

ことをしようとしなくても構いません。困っている人を見かけたと

きには、ちょっとした声かけや配慮を意識しましょう。自分から

行動することも、困っている人が声を上げることも、どちらも大切です。 

みんなが、できることから少しずつ「やってみる」ことで、福祉のまちづくりは広がっていきます。 

対話をすること 

 違いを認め合い、互いの考えに耳を傾けることは、相手への理解を深め、必要な配慮につながる

大切な一歩です。 こうした対話の積み重ねが、互いを尊重しながら共に生きる「共生社会」を育む

土台となります。 

 

一緒に活動してみること 

様々な人とつながり、共に過ごす事が、自然とお互いの感じ方や考え方を理解する機会になりま

す。こうした関わりが、共生社会の実現に向けた第一歩となります。 

 

ポリシー3 もっともっとバリアフリー （環境整備） 

バリアフリーを着実に推進すること 

今までもバリアフリーは進められてきましたが、誰もが安心して自

由に生活できる「環境」を目指して、更なるバリアフリーを着実に進

めていくことが重要です。 

誰にでも届く情報を整えること 

バリアフリーに関する情報を集約し、適切に提供することが求められて

います。アクセシビリティ※を意識し、情報を必要とする人に、わかりやすく、確実に届くようにしましょう。 

利用者の意見を取り入れ、誰もが使いやすい環境を整えること 
バリアフリーの実現には、利用する人の声を聞く必要があります。決められた基準を守るだけでは、

利用者でなければ分からない問題を見過ごしてしまいます。様々な人の意見を聞いてみましょう。 

 

 

※ アクセシビリティ：「近づきやすさ」、「利用しやすさ」などの意味を持つ英単語です。情報技術分野では、身体の状態によらず、

情報などを様々な人が同じように利用できる状況のことを指します。

２ 

３ 
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バリアについて 
「バリアフリー」の「バリア」とは、英語で障壁（かべ）という意味です。バリアフリーとは、生活の中で不便を

感じること、様々な活動をしようとするときに障壁となっているバリアをなくす（フリーにする）ことです。 

バリアフリーという言葉は、もともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段差など物理的なバリア

（障壁）の除去という意味で使われてきましたが、現在では、障害のある人や高齢者だけでなく、あらゆる

人の社会参加を困難にしている全ての分野でのバリア（障壁）の除去という意味で用いられます。また、何

がバリア（障壁）となるかは、人それぞれに異なります。 

 
 

社会モデルの考え方について 
「社会モデル」とは、障害が、個人の機能障害と社会の環境にある様々なバリア（障壁）との関係によっ

て生じるものであり、その障害を取り除く責任は社会にある、という考え方です。 

この考え方では、障害の原因は「社会の環境にあるバリア（障壁）」にあると考えます。 

たとえば、車いす使用者が建物に入れないのは、その人の身体の状態が原因ではありません。建物の

入り口に段差があり、スロープが設置されていないことなど、環境の整備が不十分なことが障害を生み出し

ているのです。 

こうした「社会の環境によるバリア（障壁）」は、障害のある人や高齢者だけでなく、外国人、妊産婦、こど

もなど、様々な人に影響を与えます。 

社会モデルの考え方に基づいて、社会の側が環境を整えたり、制度や意識を変えたりすることで、誰も

が安心して暮らせる「インクルーシブなまち」に近づいていきます。 

  

4．アクション（行動） 
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社会の環境にあるバリア（障壁）について （４つの社会的障壁） 
 

 

 

 

社会の中にある障壁を取り除くためには、様々な方法がありますが、「２.ビジョン」で掲げた「インクルーシブ

なまち」を実現するには、市民、地域、事業者、そして行政の 4 者がそれぞれの立場で福祉のまちづくりに

取り組むことが大切です。 

  

文化・情報面のバリア 
 

情報の伝え方が不十分であるために、必要な

情報が平等に得られないバリアのことを言いま

す。 
 
こんなバリアがあります 

・視覚に頼ったタッチパネル式のみの操作盤、

音声のみ 

によるアナウンス。 

・点字･手話通訳のない講演会。 

・わかりにくい、難しい言葉など。 

制度的なバリア 
 

社会のルール、制度によって障害のある人が能

力以前の段階で機会の均等を奪われているバリ

アのことを言います。 
 
こんなバリアがあります 
・学校入試、就職や資格試験などにおいて、障

害があることを理由に受験の機会や免許などの

付与を制限するなど。 

物理的なバリア 
 

公共交通機関、道路、建物などにおいて、利用

者に移動面で困難をもたらす物理的なバリアの

ことを言います。 

 

こんなバリアがあります 

・路上の放置自転車、狭い通路、急勾配の通

路、ホームと 

電車の隙間や段差、建物までの段差、すべり

やすい床、 

座ったままでは届かない位置にある物など。 

 

意識上のバリア 
 

周囲からの心無い言葉、差別、無関心など、障

害のある人を受け入れないバリアのことを言い

ます。 
 
こんなバリアがあります 
・精神障害のある人は何をするかわからないか

ら怖い存在とする偏見や犯罪と結びつける発

想。 
・理解せずにかわいそうな存在と決めつけた

り、障害のある人に対する高圧的な態度など。 
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各主体別のアクション 

 

ここでは、具体的にどのような行動をとったらよいか、市民、地域、事業者、行政の４者に分けて、様々な

立場から見てみましょう。 

 

 

 

 

 

  

  

 想像してみる 

困っている人に気づける「福祉のまちづくりのアンテナ」を身につけましょう。 

「社会モデル」の考え方に基づいてまちを見渡すと、そこには障害のある人だけでなく、高齢者、

妊産婦、外国人など、様々なバリアによって困難な状況にある人たちがいることに気がつくでしょ

う。こうした視点を持つことで、誰もが暮らしやすいまちづくりに一歩近づくことができます。 

 

 聞いてみる 

問題に気づけたら、次のステップとして、相手とコミュニケーションをとってみましょう。たとえば、

同じ車いす使用者でも、困っていることや必要なサポートは一人ひとり異なります。想像だけで行動

することなく、「何に困っているのか」「どのようにしたらいいのか」を聞いてみることが大切です。 

 

 行動してみる 

気づいて、話を聞いたら、次は実際に行動してみましょう。市民・地域・事業者・行政それぞれの

立場で、できることから始めます。四者一体となって、福祉のまちづくりを推進します。 

 

基本のアクション （ 共通 ） 
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「福祉のまちづくりのアンテナ」でまちを見渡してみましょう。様々なバリアフリーの環境があることに気が

付くでしょう。例えば、駅や公共施設にあるエレベーター、歩道に敷かれた点字ブロック、音声案内付きの

信号機など。近年、これらの目に見えるバリアフリー整備は着実に増えていますが、「ハード面」だけで、す

べてのバリアを取り除くことはできません。こうした設備が誰のために設置されているのかを理解せず、配慮

に欠ける行動があると、必要な人が利用できないことがあるからです。 

「ハード面」と同じように大切になるのが、「ソフト面」のバリアフリー（心のバリアフリー）です。一人ひとりが

マナーを守り、配慮ある行動をとることで、解決できることがあります。「もし自分がその立場だったら」と想

像力を働かせ、自分にできる具体的な行動について考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

いろいろな人がいることを知る 

わたしたちの地域にはどんな人がいますか？世代、文化的背景、身体的特徴、生活スタイル、考え方

など、人には様々な違いがあります。相手の背景や価値観を知ることは、偏見や誤解を減らし、共感や尊

重の気持ちを育むきっかけになります。「ふくまちのアンテナ」で、わたしたちの「地域」を見渡してみましょ

う。情報が届いていない人、声を上げにくい人、孤立している人など、配慮が必要な人がいるかもしれませ

ん。 

 

一緒に活動する 

誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるには、住民同士が協力し合い、誰もが安心して暮らせる地域を築

いていくことが大切です。そのためには、地域で「一緒に活動すること」が欠かせません。日々の小さなアク

ションが、地域のつながりを深め、支え合えるまちづくりにつながっていきます。 

近年その重要性が一層高まっている防災の観点では、避難所の運営や安否確認などにおいて、日頃

からの関係づくりが非常に重要です。誰もが気軽に参加できる活動の場を築きながら、いざという時にも、

地域全体で支え合える仕組みを目指しましょう。 

市民 ～横浜で暮らす人・訪れる人のアクション～ 

地域 ～地域で活動する人のアクション～ 

ふくまちガイド (別冊) アクション編 

市民、地域、事業者の皆さんが実践できる具体的な行動については、 

別冊で事例を交えながら詳しくご紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。 

QR コード 
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提供するサービスや施設に、バリアを生み出さないこと、そして、既存の建物などバリアが生じてしまっている場合は、

それらを解消することが大切です。以下のような取組を通じて、インクルーシブなまちの実現を推進しましょう。 

 

ちょっとした工夫・行動 （合理的配慮） 

 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人などから「利用しにくい」「働きにくい」など、改善の申し出があ

ったときに、事業者などが過度な負担のない範囲で行う、変更や調整のことです。 

サービス利用者と直接接する従業員など、現場で ”働く人”と、サービスの提供元である ”事業者” そ

れぞれの立場で、”合理的配慮”の提供についてどのような取組ができるか考えましょう。事業者の立場で

は、必要な備品を揃えたり、従業員への研修の実施など、環境を整えることが大切です。”働く人”の立場

では、当事者と話し合いながら、どんな対応が必要かを一緒に考えていく「建設的な対話」が重要です。ち

ょっとした工夫で個々のニーズに応えられることも多くあります。お互いに話し合い、理解し合いながら、対

応案を検討しましょう。 

 

様々な意見を取り入れたバリアフリー（当事者参画） 

障害のある人や高齢者だけでなく、外国人、妊産婦、こどもなど、様々な人が使いやすいサービスや施

設の設計・運営には、当事者の意見を取り入れることが重要です。事業者にとっては、様々な当事者の声

を聞くことで、実際のニーズを知ることができ、より使いやすい、実現可能な計画につながります。一方、当

事者にとっても、自分にとって何が障害となっているかを直接伝えることで、納得のいくサービス・施設整備

が期待できます。 

このような「当事者参画」を進めるには、事業者と当事者が対話を重ね、お互いの立場や事情を理解し

ながら、一緒に課題に対する解決策を考えていくことが大切です。サービスや施設が完成した後では、変

更が難しく、使いづらいままになってしまうこともあります。よかれと思って整備したものが、実際には使えな

い・・そのような事例も少なくありません。できるだけ早い段階で声を聞き、使う人の視点に立った、実効性

のあるバリアフリーを実現しましょう。 

 

アクセシブルな情報（情報提供） 

施設を利用する前に、必要な情報を知ることができれば、移動や利用に対する不安が減り、安心して

施設を使えるようになります。ホームページなどでの情報提供は、その第一歩です。なお、ホームページは

誰もが情報を得られるように、デジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブック※に則って制作しましょう。 

障害のある人や高齢者だけでなく、外国人、妊産婦、こどもなど、様々な人が必要な情報にアクセスで

きるよう、音声、点字、手話、やさしい日本語、イラストなど、様々な手段を組み合わせた情報提供を心が

けましょう。また、事前の情報提供だけでなく、現場での情報支援も大切です。 

※ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック： 「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」の実現のため、デジタル庁が作成したガイドブッ

クです。専門知識がなくても理解できるよう、図解や平易な言葉で構成され、ウェブアクセシビリティの基本的な考え方や取り組み方を、ゼロ

から学べる内容となっています。  

事業者 ～横浜で働く人や事業者のアクション～ 
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行政は、共生社会の実現に向け、制度や仕組みを整え、その方向性を示す役割を担っていま

す。実現に向けては、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、施設や設備の整備といった

“ハード面”の対応に加え、教育や啓発活動など“ソフト面”からの働きかけも重視し、制度

と意識の両面から福祉のまちづくりを推進していくことが求められます。 

<ハード面のバリアフリー化推進> 

施設整備の質の確保 ～事前協議による施設整備の支援～ 

横浜市福祉のまちづくり条例に基づき、指定施設の新築・増築・改築・用途変更等を行う際には、横浜

市と事業者との間で事前協議を実施します。この協議では、条例で定める整備基準の遵守状況を確認し、

建築物や道路、公園、駅などの公共交通機関の施設が、誰にとっても安全で使いやすいものとなるよう、

必要に応じて助言・指導を行います。 

 

公共交通機関のバリアフリー化の促進 ～鉄道駅舎、路線バスのバリアフリー化～ 

鉄道駅舎へのエレベーター整備や、ノンステップバスの導入に対する経費補助

を通じて、市内の公共交通機関のバリアフリー化を促進しています。これにより、す

べての人が移動しやすい環境づくりを進めています。 

 

 

 

<ソフト面のバリアフリー化推進> 

合理的配慮の提供の促進 ～合理的配慮の提供に関するチェックリストの導入～ 

令和 7年 6月から、事前協議の際に「合理的配慮の提供」に関するチェックリストの提出を求

めています。このチェックリストは、必要な環境整備や合理的配慮の提供を実践する際に重要と

なる建設的対話の流れなどを確認するものであり、事業者が合理的配慮を適切に提供できるよ

う行政が支援する仕組みです。 

 

共生社会の意識を育む教育・啓発活動の展開 ～こどもリーフレットの作成・配布～ 

障害の社会モデルの考え方を学び、共生社会の実現に向けた意識づくりを

こどもの頃から育むことを目的に、小学生向けに「みんなちがってあたりまえ」こ

どもリーフレットを作成・配布しています。 

また、学校での活用を支援するため、教員向けの指導資料も提供し、教育

現場と連携して共生の意識を育てる取組を進めています。 

  

行政 ～横浜市のアクション～ 
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<行政計画> 

バリアフリーのまちづくりの推進  ～横浜市バリアフリー基本構想の推進～ 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、駅及び駅周辺地区を対象に

重点的・一体的にバリアフリー化を進めるため、関係事業者と連携して、バリアフリー化を進めるための基

本計画である「バリアフリー基本構想」の策定を進めています。 
 
 

災害時要援護者支援体制の構築 ～ガイドや手引きを活用した支援～ 
障害のある人や高齢者など、自力での避難が困難な方の円滑な避難支援のため、

地域住民や関係機関と連携しながら、平時からの備えと災害時の共助体制の構築

を促進しています。その一環として、災害時要援護者本人と家族及び支援者の取

組のポイントをまとめた「災害時要援護者支援ガイド」や、地域で支え合う体制

づくりのポイント、避難支援や安否確認の具体的な取組などを整理した「共助に

よる災害時要援護者支援の手引き」を作成しています。 
 
 

地域課題に対応する包括的な福祉保健施策の推進 

  ～横浜市地域福祉保健計画の策定・推進～ 
「誰もが安心して自分らしく暮らせるよこはま」の実現に向け、市民

や関係機関・団体、支援機関と協働し、地域福祉保健計画を策定・推進していま

す。令和６〜10 年度の計画では、身近な地域で支えあう仕組みづくり、地域にお

ける福祉保健活動を推進するための基盤づくり、多様性を尊重した幅広い市民参

加の促進など、地域福祉保健の推進に向けた包括的な施策を展開しています。 
 
 

障害者施策の統合的推進 ～横浜市障害者プランの策定・推進～ 

「第４期横浜市障害者プラン（令和３年度～令和８年度）」は、「障害のある人も

ない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自

らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す」の実現を基本目

標として掲げ、横浜市の障害福祉施策に関する中長期的な計画として、障害者計

画・障害福祉計画・障害児福祉計画の３つの法定計画を一体的に策定していま

す。 

コラム：国際イベントにおけるアクセシビリティの確保 

～２０２７年国際園芸博覧会 アクセシビリティ・ガイドラインの策定～令和 9 年

（2027 年）開催予定の GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）では、

誰もが安全・快適に参加できるよう、国・地域、文化、人種、性別、世代、障害の

有無などに配慮したアクセシビリティ・ガイドラインを、様々な当事者の意見を反映

しながら策定するなど、イベントの企画段階からインクルーシブな視点を取り入れ

ています。 

  

災害時要援護者支援ガイド 

共助による災害時要援護者支援の手引き 
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（1）福祉のまちづくりのあゆみ 

ア 全国における福祉のまちづくり 

福祉のまちづくりは、1970 年代から「心身障害者対策基本法（現：障害者基本法）」や日本万国博覧

会などを契機に、公的施設・バスなどにおける障碍者への配慮やバリアフリー化の取組として、仙台市、町

田市、川崎市、神戸市などでスタートしました。 

1981 年の「国際障害者年」を契機に、バリアフリーの整備を求める福祉環境整備要項が核都市におい

て制定されるなど、全国的な広がりをみせました。 

1990 年代に入ると、次々と公共施設、鉄道・バスなどで環境整備が拡大されました。その背景には、

「障害者基本法」の改正（1993 年）と「ハートビル法」の制定（1994 年）が大きく影響しています。同時に、

この時期は「高齢者社会対策基本法」（1995 年）、「高齢社会対策大綱」（1996 年）、「介護保険法」

（1997 年）などからも分かるように、高齢化社会の進展への対応という側面も付加されました。 

2000 年代から 2010 年代は、「交通バリアフリー法」の制定（2000 年）、「ハートビル法」の改正（2000

年。対象建築物の拡大、自治体の条例への委任など。）から始まりました。その後、本格的な少子高齢社

会の到来に対応するため、「障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）」（2004 年）と「バリアフリー法」

（2006 年。交通バリアフリー法とハートビル法の統合。）が施行され、取り巻く環境は拡充されました。

2008 年の「障害者権利条約」の発効に伴い、国内では「障害者基本法」の改正や「障害者差別解消法」

が成立するなど、様々な法制度などの整備が行われました。 
 

イ 横浜における福祉のまちづくり 

地域社会で福祉の芽を育てるための環境づくりとして、市民相互の支え合いの大切さを学び合う

「福祉の風土づくり運動」を 1974 年から開始しました。並行して、福祉の視点で建築物などのハードを

整備するため、「福祉の都市環境づくり推進指針」（1977 年）を定め「福祉の風土づくり推進事業」とし

てソフトとハードを一体的に取組ました。 

ソフトとハードをより総合的、一体的に進めることを目指し、市民、事業者、学識経験者などで構成さ

れた福祉のまちづくり検討委員会の提言を受けて、「横浜市福祉のまちづくり条例」（1997 年）を制定し

ました。「福祉のまちづくり」とは、条例第２条において、「高齢者、障害者などを含む全ての人が相互に

交流し、支え合うとともに、安全かつ円滑に施設を利用することができ、あらゆる分野の活動に参加す

ることができる環境を整備すること」と定義づけられています。 

バリアフリーの整備基準は「福祉のまちづくり条例」と「建築物バリアフリー条例」（2004 年）の２つで

規定されていましたが、より一体的にバリアフリー化をはかり、市民・事業者にとって分かりやすくする

ことを目的に、「改正福祉のまちづくり条例」（2012 年）として一本化しました。改正条例では、福祉のま

ちづくりの基本理念や、市民参画の確保などが明文化されました。 
  

5．参考資料 

作成中 

作成中 
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ウ 横浜市福祉のまちづくり推進指針 

 

横浜市では、昭和 49（1974）年に地域社会で福祉の眼を育てる

ための環境づくりとして、「福祉の風土づくり運動」を開始しました。 

また建築物などの整備を福祉の視点から促進するため、昭和 52

（1977）年に「福祉の都市環境づくり推進指針」を制定しました。 

これらの取組を「福祉の風土づくり推進事業」とし、ソフトとハードが

一体となった福祉のまちづくりを進めてきました。 

そして福祉のまちづくりを総合的に推進するため、平成 9（1997）年

3 月に「横浜市福祉のまちづくり条例*」を制定し、この条例に基づき、

「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策定しました。 

 

2010年までの「長期目標」として「ソフトとハードが一体となった福祉

のまちづくりが進み、誰もがヨコハマの良さを感じながら暮らすことので

きるまち」を掲げ、1～3次の推進指針では、長期目標を実現するため

の「短期目標」をそれぞれ設定しました（１次：「ヨコハマで暮らし、活動

する全ての人が少なくとも１回は、「福祉のまちづくりを考える」機会を

持つこと」、２次：「みんなで福祉のまちづくり情報をキャッチボールしよ

う！」、３次：「さぁ、行動しよう！福祉のまちづくり」）。 

  

４次の推進指針（平成 23 年度～27 年度）からは、策定機関を５年

間としています。「長期目標」は「基本となる方向性」へと位置づけを

改め、その内容は「ソフトとハードが一体となった福祉のまちづくりをみ

んなで進め、ヨコハマのよさを感じながら、その良さを次世代につなげ

ることのできるまち」とし、基本理念を引き継いでいます。市（行政）・事

業者・市民の協働による取組として、①思いやり 助け合える まちづ

くり、②伝わる つながる まちづくり、③進める 活かせる まちづくりの

３つを掲げたのが特徴です。 

 

 ５次の推進指針（平成 28 年度～32 年度）では、４次の推進指針の

「基本となる方向性」を継承し、取組の柱として①福祉のまちづくりに

関する啓発・教育の推進、②必要な人に必要な情報が届く仕組みと

地域のつながり、③福祉のまちづくりの新しい担い手との協働、④利用

者参加による多様な施設のバリアフリーの４つを掲げました。 

 

 

 

*横浜市福祉のまちづくり条例：横浜に関わる全ての人が安心して、自らの意思で自由に行動でき、様々な活動に参加できる人間性豊かな

福祉都市の実現のための基本的施策を定めたものです。「暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互

いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくり」を基本理念としています。  

作成中 
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（2）福祉のまちづくりの背景 
横浜市を取り巻く近年の状況. 

 人口の減少 

「横浜市将来人口推計」では、横浜市の人口は令和３（2021）年の約 377.9 万人をピークに、

2070 年には約 301.3 万人と約２割減少すると推計されています。 

 超高齢化 

令和７（2025）年３月末時点における 65 歳以上の高齢者の割合は約 29.4％と、約 3.3 人に１人

が高齢者です。このうち 75 歳以上の後期高齢者が約 55.5％を占めています。 

 地域のつながりの変化 

自治会町内会の加入率や近隣との関係性（親密な付き合い）の低下が見られます。 

＜自治会町内会加入率＞  

平成 25（2013）年 76.6％ → 令和 5（2023）年 67.7％ 

＜近隣との関係性（親密な付き合い）の変化＞ 

平成 25（2013）年 13.8％ → 令和 5（2023）年 9.0％ 

 市民の多様化・多文化共生 

横浜市に在住する外国人の数は約12.7万人（令和7年３月末時点）と、25年前（平成12（2000）

年）と比較して、約 2 倍に増えています。 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

 「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」のいわゆる「社会モデル※１」の考え方に基づき、

平成 28（2016）年４月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。令

和 6（2024）年 4 月には、人権と尊厳を尊重する共生社会※2 の実現を促進するため、事業者によ

る「合理的配慮の提供※3」の義務化などの改正が施行されています。 

 横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例※4」や「横浜市障害を理由とする差別に関する相談対

応等に関する条例※5」などを定め、共生社会の実現に向けた取組を推進しています。 

 
※1 社会モデル：障害は、病気や外傷などから生じる個人の問題ではなく、その人を取り巻く環境が生み出している考え方。（⇒12 ペー

ジ） 

※2 共生社会：誰もが互いの人格や個性を尊重し、支え合いながら、多様な人々が共に暮らし、参加し、活躍できる社会 

※3 合理的配慮の提供：障害のある人が社会の中で直面する障壁（バリア）を取り除くために、個別の状況に応じて柔軟に対応すること。

（⇒13 ページ） 

※4 横浜市福祉のまちづくり条例：横浜に関わる全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的に、福祉

のまちづくりに関する基本的事項を定めた条例。（平成９（1997）年策定） 

※5 横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例：障害を理由とする差別に関する相談の対応、あっせんの手続き

などを定めることで、差別に関する紛争の防止や解決を図ることを目的とした条例。（平成 28（2016）年策定） 
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持続可能な開発目標（SDGｓ） 

 国際連合では、令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である「持続

可能な開発目標（SDGｓ）」を定めています。その中で「誰一人取り残さない（Leave no one 

behind）」ことを誓っています。 

 横浜市では「ヨコハマＳＤＧｓデザインセンター※」を設置し、課題解決に向けて多様な主体が連携し

て取り組んでいます。 

 

福祉のまちづくりの課題 

福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度）では、ヒアリングやアンケートなどから「多様性の理

解促進」「情報発信方法の工夫」「バリアフリー施設の利用マナー向上」「施設のバリアフリー化」を取り組

むべき課題として掲げました。これらは、一過性のものではなく、継続的に向き合うべきテーマです。これ

らの課題を、直近の社会背景も踏まえて、改めて整理しました。 

 

 理解の促進 

福祉のまちづくりは、障害のある人、高齢者、子育て中の人、外国人など、「特定の人のため」で

はなく「すべての人のため」の取組です。誰もがその人らしく暮らし、相互に理解しお互いを尊重しあ

えるよう主体的に関わることが大切です。 

 
 行動の促進 

福祉のまちづくりは、行政や専門家だけが担うものではなく、市民一人ひとりの「気づき」と「行動」

によって支えられるものです。市民一人ひとりが「自分のこと」として行動することが、まちを変える力

になります。 

 
 バリアフリー化の促進 

段差の解消や設備の整備といった物理的な障壁（バリア）だけでなく、制度や慣習、情報、意識

における障壁（バリア）の除去も含めた包括的な取組が必要です。 

そのためには、関係者における理解と多様な人々の声を反映できる機会を設けることが大切です。 

 

※ ヨコハマＳＤＧｓデザインセンター：横浜市と民間事業者が共同で設立・運営する組織で、SDGs の達成に向けて、市内外の多様な主体

が持つニーズとシーズをつなぎ合わせ、横浜における環境・経済・社会的課題を解決するための中間支援組織。 
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（3）横浜市福祉のまちづくり推進指針 

（令和８年度～12 年度）策定の流れ 

 

この推進指針は、横浜市福祉のまちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）の下部組織である横浜

市福祉のまちづくり推進会議小委員会（以下「小委員会」という。）で内容を検討し、策定しました。 

策定に当たっては、市民・関係団体などの皆様のご意見を伺い、内容に反映しています。 

 
年 月 福祉のまちづくり推進会議小委員会 福祉のまちづくり推進会議 その他 
 6 第 66 回小委員会（6/2） 

・次期福祉のまちづくり推進指針骨子

案について 
 

  
 
 
・市民ヒアリング（下旬） 

7 第 67 回小委員会（中旬） 
・次期福祉のまちづくり推進指針素案

について 
・市民意見募集について 

  

8  第 54 回推進会議（下旬） 
・次期福祉のまちづくり推進指

針素案について 
・市民意見募集について 

 

9    
・市民意見募集 
・関係団体説明 
 

10 第 68 回小委員会 
・市民意見募集結果の報告 
・次期福祉のまちづくり推進指針原案

について 

  

11    
 

12 第 46 回 
（次期）原案の承認 

第 54 回推進会議（下旬） 
・次期福祉のまちづくり推進指

針素案について 
・市民意見募集について 

 

3 1
〜 

   
・次期福祉のまちづくり推進指

針の確定 
 

 

 

 

令和 8（2026）年３月 

ふくまちガイド     公表 
（横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和 8 年度～12 年度）） 
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（4）横浜市福祉のまちづくり推進会議・小委員会委員名簿 
 

任期：  

氏名 役職 推進

会議 
小委

員会 備考 

有泉 絵美 一般社団法人 神奈川県建築士会 ○   
板垣 稔 神奈川県警察本部 交通総務課長 ○   
内野 允康 市民公募 ○   
岡田 江里子 横浜市心身障害児者を守る会連盟 幹事 ○ ○  
大原 一興 横浜国立大学院 都市イノベーション研究院 教授 ○ ○  
小堤 健司 一般社団法人 神奈川県バス協会 常任理事 ○   
音田 園惠 特定非営利活動法人 横浜市精神障害者家族連合会 副理事 ○ ○  
金子 修司 横浜商工会議所 ○   
桑原 正盈 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会 副理事長 ○   

小泉 暁美 特定非営利活動法人 横浜市視覚障害者福祉協会 
（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） ○ ○ 

 

白石 幸男 横浜市脳性マヒ者協会 会長 
（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） ○  

 

鈴木 やよい 特定非営利活動法人 横浜市民アクト 理事 ○   
高橋 敬太郎 横浜市社会福祉協議会 地域活動部 担当部長 ○   

田之畑 有美 一般社団法人 ラシク０４５ 
認定特定非営利活動法人 びーのびーの ○ ○ 

 

仁木 尚美 一般社団法人 横浜市聴覚障害者協会 
（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） ○  

 

松岡 耕平 相模鉄道株式会社 経営統括部 課長 ○   
水野 千鶴 一般社団法人 横浜市医師会 常任理事 ○   
宮内 貴之 市民公募 ○   
八木 佐知子 一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 理事 ○   

山根 則子 横浜市オストミー協会 会長 
（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） ○ ○ 

 

吉田 忠司 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 企画総務部企画部長 ○   
渡邉 郷史 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 副所長 ○   
中村 美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授  ○  
恵良 隆二 横浜市芸術文化振興財団 専務理事  ○  
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（5）お問い合わせ先 
 
○各区福祉保健課 身近な福祉のまちづくりの窓口です。 

（令和３（2021）年３月現在） 

区 住所 電話 FAX 

青葉 青葉区市ヶ尾町 31-4 青葉区役所３階 978-2436 978-2419 

旭 旭区鶴ヶ峰 1-4-12 旭区役所本館３階 954-9143 953-7713 

泉 泉区和泉中央北 5-1-1 泉区役所３階 800-2433 800-2516 

磯子 磯子区磯子 3-5-1 磯子区役所４階 750-2442 750-2547 

神奈川 神奈川区広台太田町 3-8 神奈川区役所本館３階 411-7135 316-7877 

金沢 金沢区泥亀 2-9-1 金沢区役所４階 788-7824 784-4600 

港南 港南区港南 4-2-10 港南区役所５階 847-8441 846-5981 

港北 港北区大豆戸町 26-1 港北区役所３階 540-2360 540-2368 

栄 栄区桂町 303-19 栄区役所新館３階 894-6962 895-1759 

瀬谷 瀬谷区二ツ橋町 190 瀬谷区役所４階 367-5743 365-5718 

都筑 都筑区茅ケ崎中央 32-1 都筑区役所２階 948-2345 948-2354 

鶴見 鶴見区鶴見中央 32-1 鶴見区役所２階 510-1826 510-1792 

戸塚 戸塚区戸塚町 16-17 戸塚区総合庁舎６階 866-8424 865-3963 

中 中区日本大通 35 中区役所別館４階 244-8330 224-8157 

西 西区中央 1-5-10 西区役所２階 320-8437 224-8157 

保土ケ谷 保土ケ谷区川辺町 2-9 保土ケ谷区役所本館３階 334-6341 333-6309 

緑 緑区寺山町 118 緑区役所３階 930-2304 930-2355 

南 南区浦舟町 2-33 南区総合庁舎４階 341-1183 341-1189 

 

○各区社会福祉協議会 福祉の身近な相談窓口です。 
（令和３（2021）年３月現在） 

区 住所 電話 FAX 

青葉 青葉区市ヶ尾町 1169-22 「青葉区福祉保健活動拠点」内 972-8863 972-7519 

旭 旭区鶴ヶ峰 1-6-35 「ぱれっと旭」内 392-1123 392-0222 

泉 泉区和泉中央南 5-4-13 「泉区福祉保健活動拠点ふれあいホーム」内 802-2150 804-6042 

磯子 磯子区磯子 3-1-41 磯子センター5 階 751-0739 751-8608 

神奈川 神奈川区反町 1-8-4 「はーと友 神奈川」内 311-2014 313-2420 

金沢 金沢区泥亀 1-21-5 「いきいきセンター金沢」内 788-6080 784-9011 

港南 港南区港南 4-2-8 3 階 「港南区福祉保健活動拠点」内 841-0256 846-4117 

港北 港北区大豆戸町 13-1 吉田ビル 206 547-2324 531-9561 

栄 栄区桂町 279-29 「栄区福祉保健活動拠点」内 894-8521 892-8974 

瀬谷 瀬谷区二ツ橋町 469 「せやまる・ふれあい館」内 361-2117 361-2328 

都筑 都筑区荏田東 4-10-3 「港北ニュータウンまちづくり感」内 943-4058 943-1863 

鶴見 鶴見区鶴見中央 4-37-37 リオベルデ鶴声 2 階 504-5619 504-5616 

戸塚 戸塚区戸塚町 167-25 戸塚区福祉保健活動拠点１階 866-8434 862-5890 

作成中 
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中 中区山下町 2 産業貿易センタービル４階 681-6664 862-5890 

西 西区高島 2-7-14 ファーストプレイス横浜３階 450-5005 451-3131 

保土ケ谷 保土ケ谷区川辺町 5-11 かるがも３階 341-9876 334-5808 

緑 緑区中山 2-1-1 「ハーモニーみどり」内 931-2478 934-4355 

南 南区浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設８階 260-2510 251-3264 

 

○横浜市市民協働推進センター 
 地域における様々な課題の解決や新しい取組を創発するために、様々な主体の交流・連携が生まれ

る対話と創造の場として総合相談窓口など各事業を展開し、市内における「協働」の取組を推進しま

す。 
 電話：671-4732 FAX：223-2888 
 
○各区市民活動支援センター 
 身近な地域における市民活動を支援するため、各区の市民活動支援センターがそれぞれ特色ある

事業を実施しています。「市民協働推進センター」と連携を図りながら、地域に密着したきめ細かい支

援を行います。 
（令和３（2021）年３月現在） 

区 住所 電話 FAX 

青葉 青葉区市ヶ尾町 31-4 青葉区役所１階 978-3327 972-6311 

旭 旭区鶴ヶ峰 2-82-1 ココロット鶴ヶ峰４階 382-1000 382-1005 

泉 泉区和泉中央北 5-1-1 泉区役所１階 800-2393 800-2518 

磯子 磯子区磯子 3-5-1 磯子区役所７階 754-2390 759-4116 

神奈川 神奈川区広台太田町 3-8 神奈川区総合庁舎本館５階 411-7089 323-2502 

金沢 金沢区泥亀 2-9-1 金沢区役所２階 788-7803 789-2147 

港南 港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー５階 841-9361 841-9362 

港北 港北区大豆戸町 26-1 港北区役所４階 540-2246 540-2246 

栄 栄区小菅ケ谷 1-4-5 （横浜銀行本郷台支店３階） 894-9900 894-9903 

瀬谷 瀬谷区二ツ橋町 469 せやまる・ふれあい館２階 369-7081 366-4670 

都筑 都筑区茅ケ崎中央 32-1 都筑区役所１階 948-2237 943-1349 

鶴見 鶴見区鶴見中央 3-20-1 鶴見区役所２階 510-1694 510-1716 

戸塚 戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚３階 825-6773 825-6774 

中 中区日本大通 35 中区役所別館１階 224-8138 224-8343 

西 西区中央 1-5-10 西区役所１階 620-6624 620-6624 

保土ケ谷 保土ケ谷区星川 1-2-1 334-6306 339-5120 

緑 緑区中山 4-36-20 938-0631 939-5401 

南 南区浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設 10 階 232-9544 242-0897 
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